
上安松２０番地地区 地区計画の内容 
 

名     称 上安松２０番地地区地区計画 

位     置 所沢市大字上安松字嶋台の一部 

面     積 約１．１ha 

地区計画の目標 

本地区は、西武池袋線秋津駅から約３００ｍの距離に位置

し、昭和３４年に民間の宅地開発が行われ、現在の良好な住環

境が形成されてきた。 
 今後、建築物の用途や高さ、敷地の規模、壁面の位置につい

て適正な制限を定め、良好な住環境の保全・向上を図ることを

目標とする。 

土地利用の方針 敷地の細分化、建築物用途の混在等の防止により、すでに形

成されている良好な住環境の保全・向上を図る。 

保
全
に
関
す
る
方
針 

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び 

建築物等の整備の方

針 

戸建住宅を主体とした良好な住環境の保全・向上のため、建

築物の用途の制限、敷地面積の最低限度、建築物の高さの制限、

壁面の位置の制限について定める。 

建築物の用途の制限 

次の建築物以外は、建築してはならない。 
1． 住宅 
2． 共同住宅又は長屋（１住戸床面積２５㎡未満のものを除く） 
3． 事務所兼用住宅 
4． 集会所 
5． 前各号の建築物に付属するもの 

建築物の敷地面積の

最低限度 

１００㎡ 
 ただし、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該

規定に適合しない土地について、その全部を一の敷地として使

用する場合は適用しないものとする。 
建築物の高さの最高

限度 ９ｍ 

地 
区 

整 

備 

計 

画 
建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

壁面の位置の制限 

 建築物の外壁若しくはこれに代わる柱の面から道路境界線

までの距離は、９０cm 以上とする。ただし、外壁の後退距離

の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の

各号の一に該当する場合についてはこの限りでない。 
1． 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３ｍ以下

であること 
2． 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが２．３ｍ

以下で、かつ、床面積の合計が５㎡以内であること 
「区域は計画図表示のとおり」 

※外壁の後退距離は有効距離 


